
令和８年度 ガス水道局会計年度任用職員 

（下水道普及促進員）を募集します 
 

申込期間：令和８年２月１８日（水）～３月３日（火） 

（期間中の土・日曜日・祝日は受け付けません。） 

試 験 日：令和８年３月９日（月） 

 

１ 任用形態 

(１) 身  分  会計年度任用職員 

(２) 任用期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

         ※任用期間満了後 1 年を超えない範囲で再度任用する場合があります。 

          ただし、継続勤務期間の上限は、公募による採用から 4 年経過後の

年度末（最長 5 年）とします（継続勤務期間の上限に達した場合で

あっても、再応募が可能です）。 

２ 募集職種    下水道普及促進員 

３ 募集人数    １人 

４ 職務内容    ・排水設備の設置の促進に関すること。 

          ・負担金等の徴収に関すること。 

５ 勤務場所    上越市ガス水道局本局（上越市春日山町３-1-６3） 

６ 受験資格    

次のいずれにも該当する人 

(１) 営業または接客の業務に関する実務経験が合計で３年以上あること 

(２) 基本的なパソコン操作（ワード・エクセル）ができること 

(３) 普通自動車運転免許を有していること 

※次のいずれかに該当する人は、受験できません 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの人 

イ 上越市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

７ 試験内容・申込方法 

(１) 試験内容 面接試験（個別面接） 

(２) 試 験 日 令和８年３月９日（月）※ 面 接 時 間 に つ い て は 、 申 込 者 に 後 日 お 知 ら せ し ま す 。 

(３) 試験会場 ガス水道局 本局 

(４) 申込方法 提出書類をガス水道局総務課へ郵送又は持参してください。 

・郵送する場合は、封筒の表に「令和８年度ガス水道局会計年度任用職員 

受験申込」と朱書きしてください。 

・持参する場合は、平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までの間に

総務課に直接お持ちください（他の窓口等に提出した書類は受け付けま

せん）。 

(５) 提出書類 ① 受験申込書 

② 履歴書 

③ 職務経歴書 （任意様式） 

  ※受験申込書および履歴書は指定様式を使用の上、履歴書には写真を

貼付し、必要事項を記入してください。 

 
（次頁に続きます。） 

 

※指定様式は、上越市ガス水道局ホームページ
からダウンロードするか、ハローワークで申
し込みの際に受け取ってください。 

（指定様式） 



(６)申 込 受 付 締 切 令和８年３月 3 日（火）必着 

(７)結果通知 受験された方全員に文書又は電話でお知らせします。 

 

(８)そ の 他 受験申込時の提出書類は、以下の通り取扱います。 

・合格の場合…返却しません。 

・不合格の場合…結果通知に同封し、返却します。 

 

８ 勤務条件等 

勤務時間 

(１)正午から午後５時００分まで（勤務時間 5 時間） 

(２)午前８時３０分から午後 1 時３０分まで（勤務時間 5 時間） 

※基本は（1）の勤務となります。業務内容により（2）の勤務となる場合もあり

ます。 

 報酬※ 

1４１,９００円／月 

※交渉による排水設備の設置実績等に応じて能率手当を報酬に加算して支給しま

す。 

勤 務 日 原則、月曜日から金曜日までの週 5 日 

週休日及び休日 原則、土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3） 

期末手当※ 
任用期間等に応じて、6 月期、12 月期に計 3.5２５月分を支給（各 1.7６25 月） 

※令和 8 年 6 月の支給期は在職期間が 3 月未満となるため、最大 0.52875 月 

通 勤 費※ 1 か月当たり１5０,000 円以内（通勤方法や距離に応じて支給） 

健康保険 

厚生年金 

加入します。 

※ただし、任用日に健康保険は 75 歳以上、厚生年金は 70 歳以上の人は加入でき

ません。 

雇用保険 加入します。 

災害補償 あり 

休 暇 
年次有給休暇あり 

その他に有給・無給の特別休暇などがあります。 

そ の 他 

自家用車で通勤する場合、月 1,000 円の駐車場使用料の負担があります。 

（原則として通勤距離が 1.5ｋｍ未満の場合は駐車場の利用ができません） 

戸別訪問には、私有車を使用していただきます。走行距離１ｋｍあたり 22 円で、

公用借上します。 

※報酬及び通勤費の額は令和７年度実績です。 

 

９ その他 

・受験のための旅費等は、支給しません。 

・採用の最終決定は、市の令和８年度予算成立後となります。 

 

【申込み・問合せ先】 

上越市ガス水道局 総務課 

所在地：〒943-0807 上越市春日山町３-1-６3 

電 話：025-52２-5５１８ 


